
仲田銀座商店街夏まつり事務局

出 店 案 内



開 催 概 要

■出店日時 令和８年７月２５日(土)・２６日(日)

16:00～21:00

■出店場所 広小路通 仲田交差点付近歩道内(名古屋市千種区)

■仲田銀座商店街 夏まつり会場図
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■募集ブース ・通常ブース×８７

・大ブース ×１１

・キッチンカーブース×８



■ブースサイズ

※備品などがテントからはみ出さないようにお願いします。

※テントを使用する際は、必ず注水型タンクや重りなどで四隅を固

定してください。

重りを設置していない場合はテントを使用することは出来ません。

■出店料 ①通常ブース(間口2.7ｍ奥行1.8ｍ) 16,000円

 (２日間 ②大ブース(間口3.6ｍ×奧行2.7ｍ) 20,000円

税込） ③キッチンカーブース(間口5.0×奥行1.9ｍ) 20,000円

※出店場所の指定は出来ません。

■出店内容 販売物等に制限はありませんが、飲食物出店者は露店営業許可証が

必要です。飲食店営業許可証では出店出来ません。

また、保健所に提出する書類もお願いします。

■貸出備品 ・通常ブース用テント(間口2.7ｍ奥行1.8ｍ ウェイト含む) 15,000円

(２日間 ・大ブース用テント(間口3.6ｍ×奧行2.7ｍ ウェイト含む) 20,000円

税込） ・長机（1800×450㎜） 2,000円

・パイプ椅子 600円

・電源（100V 1000Wまで） 8,000円

※上記貸出備品を希望される場合は、申込フォームへ必要事項をご

記入の上、６月１９日(金)までにお申し込みください。

※実施日当日の貸出は出来ませんので予めご了承ください。

※出店決定の案内後、出店料と合わせてお振込みください。

■申込方法 仲田銀座商店街夏まつり公式サイトの夏まつり出店申し込みフォー

ムよりお申し込みください。

申込締切後審査を行い、可否についてはメールでお知らせします。

なお、合否基準に関するご質問に関しては一切お答え出来ません。

※出店場所の配置は、主催者側で決定いたします。

※出店に際し道路許可申請が必要になるため、事務局が用意する

書式に記入又は入力いただき返信いただきます。

■お問合せ先 E-mail：matsuri@nakata-ginza.jp

ＴＥＬ：070-4177-1763

事務局営業時間 月曜～金曜(祝日を除く) 10:00～16:00

■申込締切 令和８年６月１９日(金)必着

（出店可否については６月２３日～７月３日までにお知らせします）
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出 店 概 要

通常ブース 大ブース キッチンカーブース

間口2.7m×奥行1.8ｍ 間口3.6m×奥行2.7ｍ 間口5.0m×奥行1.9ｍ



■搬入日時 ７月２５日(土)・２６日(日) 14:00～15:50

荷物を所定の場所に下ろし、車両は速やかに駐車場へ移動させてく

ださい。

※14:00からの搬入を厳守ください。

■搬出日時 ７月２５日(土)・２６日(日) 21:00～22:00

※22:00までに完全撤去をお願いいたします。

■駐 車 場 出店者用駐車場はありません。近隣の有料駐車場をご利用ください。

■そ の 他 搬入・搬出の際に生じた資材、残材、ゴミ及び販売の際に生じたゴ

ミは各出店者の責任において必ず持ち帰ってください。

-３-

搬入･搬出について



◇搬入出及び開催期間中、全ての出店者は本規約を遵守しなければなりません。

本規約に違反した場合は、主催者から出店小間の一部もしくは全てを撤去するよ

う命じられることがあります。その場合、主催者はそれによって生じる責任は一

切負わず、またそれによって出店者が被る損害の補償は一切いたしません。

◇主催者は開催期間中善意をもって会場警備を行いますが、出店物の盗難・破損な

どに対しては一切責任を負いません。出店者自身で必要に応じて保険をかけるな

どの適切な処置を行ってください。

◇天災、その他不可抗力が原因により発生した事故(盗難・紛失・火災・損傷等)に

ついては、主催者はその損害・賠償の責任を負いません。

◇出店者が搬入出及び開催期間中に備品(テント・机等)を破壊あるいは損傷した場

合は、責任をもって修理・修復する費用を負担しなければなりません。

◇販売・提供される品目につきましては、本事業の趣旨をご理解いただき、下記の

点に該当する場合は販売及び提供をお断りさせていただきますのでご留意下さい。

（ａ）風俗及び秩序を乱すおそれがあるもの。また、仲田銀座商店街夏まつりに

ふさわしくないと事務局が判断したもの。

（ｂ）衛生上、害があると認められるもの。

（ｃ）消防法等、関係法令に反すると認められるもの。

（ｄ）大量の煙や臭気が発生するもの。

◇主催者で両替の準備はしておりません。各自で事前に十分な準備をしてください。

◇各テントでの拡声器類(マイク・トランジスタメガホン等)の使用は禁止します。

◇ブースからはみ出ての営業行為は禁止します。

◇季節柄食中毒の発生にはくれぐれもご注意ください。食中毒が発生しますとイベ

ント全体が中止になる場合もありますので絶対に避けてください。

◇火気や発電機を使用する場合は、必ず消火器をテント付近に常備してください。

◇申込内容と実際の出店内容が異なる場合はその場で出店を取りやめていただくこ

とになります。

◇会場内は電子タバコを含めて禁煙となります。
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出店における規約及び注意事項
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